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建災防山発第１２号 

令和５年 6 月 23 日 

会員各社様 

建設業労働災害防止協会山梨県支部 

支部長 砂田 武士 

〔公印省略〕 

「新ヒヤリハット報告」県下一斉実施について（お願い） 

 

当支部の活動につきましては、日頃より格別なご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年度実施し

た「新ヒヤリハット報告」県下一斉実施を今年度も実施するにあたり皆様の負担軽減の為、デジタル化

を図りました。昨年度と同様の報告形式でも可能です。以下要領をご確認の上、報告のご協力よろしく

お願い申し上げます。 

 

１．趣旨 

 建設業における労働災害は、近年はその減少率が鈍化しており、災害を誘発する作業は輻輳し、

時々刻々と作業環境は変化しており、臨機応変な対応が現場監督者のみならず作業員にも求められ

ています。 

 建災防では、実際の災害事例から学んだ再発防止対策を中心に、人が関わる要因（作業負荷、心身

の状態、コミュニケーション、レジリエンス能力等）に着目した建災防方式「新ヒヤリハット報告」

を作成し、災害ゼロを目指します。 

 ヒヤリハットを、災害の疑似体験と位置づけその発生要因を探り再発防止対策を検討するという

これまでの捉え方に加え、従前の現場で対応していたヒヤリハットとは異なる視点で、災害に至る前

にリカバリーが行われ正常な状態に戻した成功体験（グッドリカバリー）であるという点に着目しま

した。 

 「新ヒヤリハット報告」を県下一斉に行いデータベースとして分析し、蓄積することで新たな安全

管理手法の一助を担うものとするため、積極的に成功体験事例を報告いただくとともに、報告者には

感謝の意を伝達し展開することとします。 

なお、この取り組みは、全国に先駆けて山梨県支部と本部が連携し実施するものです。 

 

２．主催者 建設業労働災害防止協会山梨県支部 

 

３．依頼先 建設業労働災害防止協会山梨県支部会員企業（416 社） 

 

４．依頼する収集内容の概要（詳細手順は 7 番でご案内）（新ヒヤリハット報告の解説は 8 番でご案内） 

建災防方式「新ヒヤリハット報告」活用マニュアルをデジタル化した Web サイトにお使いの

端末（スマホ・タブレット・PC）にてブラウザ（インターネット）を使用しアクセスします。 

報告を入力していただき、情報を収集します。（各社最低１現場で３名以上の報告をお願いしま

す） 

＊ログイン ID・パスワードにつきましては各社様への通達をご参照ください。分からない場 

合は kensaibou@kensaibou-y.jp までお問合せください。 

 

kensaibou@kensaibou-y.jp
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５．報告期日：令和５年 8 月 31日まで 

（全国安全週間～ 令和 5 年 6月 26 日～令和５年 8 月 31 日） 

  スケジュールと実施の流れ 

７．実施手順 

８．巻末資料 

【新ヒヤリハット報告 解説動画 URL・QR コード】 

 https://www.youtube.com/watch?v=RQN4IJ2DEcE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQN4IJ2DEcE

